
R5.10.12 保育幼稚園課

認定こども園の需給調整に係る特例措置の取扱いについて

幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況の変化等によらずに柔軟に子どもを受け

入れられる施設

（１）教育・保育提供区域において供給（受け皿）が需要（ニーズ）を上回る場合は需給調整を行う

ことができる。（＝認可・認定しないことができる）

（２）ただし、既存の幼稚園・保育所が認定こども園へ移行する場合には、供給過剰地域において

も認可・認定を可能とするための需給調整の特例が設けられている。

（１）第二期宮崎市子ども・子育て支援プラン（Ｒ２．３月策定）での方針

国の方針に則り、需給調整の特例措置を講じ、既存の幼稚園・保育所が認定こども園へ移行

する場合は、適格性・認可基準を満たす場合には、原則認可・認定する。

※令和５年度中に、子ども・子育て支援プランの見直し（令和６年４月改訂）に関する審議を予定

１ 認定こども園の役割・機能

２ 国の方針

３ 本市の現状（現行の取扱い）

「…認定こども園が第一期支援プランにおける目標数を超えて各教育・保育提供区域に普及した

ことを踏まえ、…待機児童が発生している区域において、量の見込みによる需給状況により必要

と判断された場合に限り、認可・認定を行います。」

４ 本市の今後の方針

（出典：内閣府ホームページ）

資料８


